
 

 

 

 

 

 

第１６回 

環境社会配慮ガイドライン策定委員会 
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した。ここで前回議論になったのは、「申請があったけれどもはじく提案がどういうものかを

書くべきではないか」というご指摘が満田委員、松本委員からありました。我々も公募要領の

中に書いてある表現ぶりをどう入れるかということを考えてみまた。前々回の委員会でも、こ

の第Ⅲ部を議論したときに、「はじく提案を書くべきでは」という同じご指摘が神崎委員から
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ること」この一文なんですが、私としてはやはり本文に含めた方がいいのではないかと思って

います。ここはかなり事務的なといいますか、何を申請書に記述するのかという部分だと思う

んですが、その前文のなお書きにするにはかなり重い事項かなと。ここら辺は要は余りに環境

社会影響が憎
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る、このときにはこれだけをやるということにはならないと。 

○事務局（藤崎） そういうふうにはなかなかいかないから。 

○松本委員 だから、逆に言うと方法としてはこういうものがあると。で、調査報告書に入れ

てほしい内容としてはこういうものがあるので、こういうものを調べてくださいというのを分

けた方が、例えば文献や何かからもしかしたら今後必要な情報収集の方法が出てくることもあ

るわけですし。これを組み合わせてしまうと、この項目についてはこのやり方だけでやりなさ



-14-



-15-

すか、とか、どのように情報収集をするのですか、といったことをきちんと把握しましょうと

いうことなのです。そういう意味では、この調査のやり方等、具体的に何をねらうのかという

点と密接不可分だと思っておりまして、こうした表現ぶりの方がよろしいのではないかと考え

る次第でございます。 
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なんですけれども、いかがですか。 
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に環境社会面で何かある種基準を決めて、こういうものはちょっと受け付けられませんねと、

この段階でですね。 

○清水産業技術部長 これは、かなり初期の段階で一度議論をしたかと思います。どういう提

案をはじくのですかというご指摘に、定量的に何人住民移動があったらはじく、といった基準

はありませんとお答えをしました。具体的には、この公募要領の中にも、
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これは神崎委員以来ずっと引き継いでいるポイントだと思うんですが、そこは岡崎委員はどう

考えられますか。 

○岡崎委員 私は、それははじかれるのは環境社会配慮への対応策の実施が困難な案件だと、

自明ではないかなというふうに読んでいるんですけれどもね。 

○原科委員長 いかがでしょうかね。 

○宮崎委員 よろしいでしょうか。 

○原科委員長 はい、宮崎委員。 

○宮崎委員 私も実はこの申請書別添の１ですね、プロジェクト実施にあたって必要となる

云々というところですけれども。ガイドラインには、私も内容的には書いてあると思いますけ

れど、それをさらに注意を喚起するためにこの別添１の最初の３行、２行目から３行目にわた

って、対応策の実施が困難な案件の方は受け付けないですよと。それはガイドラインを見てい

ただければそのあたりのことは岡崎委員もおっしゃっているように、私は書かれていると思う

んですが、特にこの環境社会配慮への対応策の実施が困難だと考えられるものはもう審査にも

かかりませんよということをまた改めて別添１で書いておられるのかなというふうに私は理解

しまして、私はこの事務局案の書き方でいいのではないかというふうに考えます。 

○原科委員長 もう既に同じ内容がここに書かれているというご判断ですか。 
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つまり公募要綱には書かれているのでこちらに書いたらどうでしょうかという議論から発して

いると思うんですね。なので、最大可能なのは今満田委員が指摘された２の調査手続き及び方

法の（１）審査・採択段階で、審査基準について、はじくものについては公募要綱に定めると。

本当はそれは、私は一番最初から本文にちゃんと書いてほしいと言ってきたことで、今さら言

うのは矛盾するんですが、例えば公募要領にこういうものは環境社会面で受け付けない、ある
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○清水産業技術部長 よろしゅうございますか。 

○原科委員長 はい。 

○清水産業技術部長 ２つ目の実施機関との協議内容については、これはガイドラインの本文

の中でも書くことになっていますので、織り込み済みです。あえて別紙に書く必要もないのか

なというふうに思っていますが・・。 

○事務局（藤崎） 書かれていますよ、別紙にも。 

○松本委員 結果と書かれていたんですね。 

○原科委員長 別紙に。 
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 どうぞ、ご提案。 
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すけど、これはどの際なのかを教えていただきたいんですけれども。読んでいくと、直前の段
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かけてフィージビリティスタディをやった後に、その必要性に関する需要がどうなのかという
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ラインの６ページなんですけれども、環境社会配慮のプロセスの２のポツの１、情報公開とい

うところの部分にございまして、１番ですね、ごめんなさい。１番にプロジェクトの環境社会

配慮に係る情報公開は相手国政府が主体的に行うことを原則として。この相手国政府が主体的

に行うというのを原則と書いてあって、ＪＩＣＡは協力事業に相手国政府を支援すると書いて

あります。これは、原則が相手国にかかった理由は、相手国が主体的とはいいながらなかなか

できない場合もありますので、それは原則という言葉が入っているのだと思うんですね。これ

はＪＩＣＡとしては最善を尽くしますけれども。 

○原科委員長 積極的に行うということですね。 

○田中委員 ＪＩＣＡの方は積極的に行うということを書いておりますので、このジェトロの

皆様方のガイドラインのところでこの原則という言葉が余り入らない方が、もし公開するのが

もうできるのであれば、公開するというふうに書かれた方がよろしいのではないかと思います。

○原科委員長 ＪＩＣＡに比べると随分消 トら【 
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ういった形にしてあります。パブリックコメントが終わったあとにまた委員会を開きますけれ

ども、そのときはそういったものを含めて委員会としてご議論いただいて、それを例えば経済
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た方がいいということでしょう。 
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○清水産業技術部長 もしくは、「事業」かもしれないですね。 

○原科委員長 案件形成事業等に関して。何か「等」にしておかないと、逆に限定し過ぎちゃ

ってまずいかもしれないね。最近、アバウトにした方がいいという議論ありますから。 

○高梨委員 今の次年度以降の調査というよりも審査じゃないですかね。審査の際に。調査と

いうのは実質するのは民間の方なので。 

○原科委員長 あるいは「本制度の運用」とか、「次年度以降の本制度の運用等に関し」ぐら

いにぼやかした方がいいんじゃないですか。本制度の運用。 

○松本委員 そうすると、当初の村山委員のからは少し離れるような気がしますけれども。 

○村山委員 共有できればそれで結構ですが。 

○原科委員長 いや、表現を確定しないとうまくいかないですよ。 

○清水産業技術部長 「次年度以降の事業に対し」ではだめですか。もしくは「事業等」と入

るかもしれませんが、それでよろしいですか。「次年度以降の事業等」。 
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○原科委員長 そうすれば明確かな。そうしましょうか。括弧で。そういう表現でよろしいで

しょうか。そうすれば正確になりますね。ほんとに人が入れ替わるとわからなくなっちゃうか

ら、なるべく書いておいた方がいいですね。じゃおっしゃるように、そのようにしてください。 

 ほかにございますでしょうか。田中委員どうぞ。� 
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 じゃそういうようなことで、そうするとあした、あさって。あしたではなくてもということ

ですね。 

○岡崎委員 最終的にパブリックコメントに付される案がもう１回、委員に回ってくるという

ことですね。 

○原科委員長 そうです。それの確認期間はどのぐらいにしましょうか。 

○事務局（藤崎） 来週前半、来週の前半には予定をしていただけませんと、あとこれからパ

ブリックコメントに入るまでにやっぱりやらなければいけないこともございますので。 

○原科委員長 そうですね。じゃ、そういたしましょう。あすぐらい早速見させていただいて、

１週間程度の期間を置いて皆様のご意見をフィードバックして来週前半には確定するというこ

とです。確認ということですね。それであとパブリックコメントを出すということにいたしま

す。 

 よろしいですか。 


